
マイナビキャリアリサーチLab 業界研究レポート
建設業界（2025年2月）

1）業況判断D.I.

・企業の業況感は、良好な水準を維持している。業種別にみると、製造業は改善。非製造業は、横ばいとなった。
企業収益の先行きを展望すると、内外需要が緩やかに増加するなか、価格転嫁の進展もあって、改善傾向を続け
るとみられる。
（日本銀行「経済・物価情勢の展望2025年1月」【図1】

・ 建設業界は、価格転嫁の進展が中小企業でも広がったことで、運輸・郵便業界などとともに改善を見せた。【図
2】

【図1】日銀短観（「良い」-「悪い」）

13

28

0

8

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1
3

年
3

月

6
月

9
月

1
2

月

1
4

年
3

月

6
月

9
月

1
2

月

1
5

年
3

月

6
月

9
月

1
2

月

1
6

年
3

月

6
月

9
月

1
2

月

1
7

年
3

月

6
月

9
月

1
2

月

1
8

年
3

月

6
月

9
月

1
2

月

1
9

年
3

月

6
月

9
月

1
2

月

2
0

年
3

月

6
月

9
月

1
2

月

2
1
年

3
月

6
月

9
月

1
2

月

2
2

年
3

月

6
月

9
月

1
2

月

2
3

年
3

月

6
月

9
月

1
2

月

2
4

年
3

月

6
月

9
月

1
2

月

2
5

年
3

月

全規模全産業 大企業製造 大企業非製造

中小企業製造 中小企業非製造

先行き
（25年3月）

15

10

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1
3

年
3

月
6

月
9

月
1
2

月
1
4

年
3

月
6

月
9

月
1
2

月
1
5

年
3

月
6

月
9

月
1
2

月
1
6

年
3

月
6

月
9

月
1
2

月
1
7

年
3

月
6

月
9

月
1
2

月
1
8

年
3

月
6

月
9

月
1
2

月
1
9

年
3

月
6

月
9

月
1
2

月
2

0
年

3
月

6
月

9
月

1
2

月
2

1
年

3
月

6
月

9
月

1
2

月
2

2
年

3
月

6
月

9
月

1
2

月
2

3
年

3
月

6
月

9
月

1
2

月
2

4
年

3
月

6
月

9
月

1
2

月
2

5
年

3
月

建設 全産業計

先行き
（25年3月）【図2】産業別 日銀短観（「良い」-「悪い」）

【図1】【図2】日本銀行「全国企業短期経済観測調査」業況判断D.I.より作成



2）雇用情勢（求人数）

・有効求人倍率は1.25で、前月同率となった。２０２３年の１２月と比較すると０．０２pt減少した。コロナ禍以降、有
効求人倍率は求人数の回復により徐々に増加していたが、直近は微減傾向が続いている。
有効求人数は2４０．４万人で前年同月から４．３万人ほど減少。2019年1月との比較では全体で3７.５万人減少し
ており、２０２４年は全体的に減少傾向となった。有効求職者数は192.１万人で、前月比0.4万人減、前年同月比で
は１万人減となった。2019年1月比では2１.6万人増となっており、コロナ禍前と比較すると求職者は増加してい
る様子がわかる。【図3】

・建設業の新規求人数は6.85万人で、前月比では増加。前年同月の7.2万人に対して95.1％と減少した。緩やか
な減少傾向を示している。【図4】

【図3】求人、求職および求人倍率の推移

厚生労働省「一般職業紹介」有効求人倍率、新規求人数、有効求職者数 パート含む（季節調整値）より作成
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【図4】建設業 新規求人数推移

厚生労働省「一般職業紹介状況」産業・事業所規模別新規求人数 パート含む（実数）より作成
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3）雇用情勢（完全失業率、雇用人員判断D.I.）

・完全失業率は2020年末頃と比較すると、緩やかに改善がみられ、直近の2024年１２月では2.4％となってい
る。人手不足感は依然高く、今後の完全失業率は横ばいで推移すると予想される。【図5】

・建設業界の人手不足感は2024年10～12月期で‐61ptと高く、先行きについても‐66ptとなっており、もっと
も高くなっている。全産業と比較しても人手不足傾向が強く、またその状態が続いている。【図6】

【図5】完全失業率

総務省統計局「労働力調査調査」完全失業率 年齢階級別（季節調整値）より作成
※過去数値は2024年1月公表の結果で更新
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【図6】雇用人員判断D.I.（過剰ー不足）
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4）＜中途採用市場＞ 正社員の平均初年度年収 ＊マイナビデータ
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【図7】 建設業の平均初年度年収

マイナビ「正社員の平均初年度年収推移レポート」より作成

「正社員の初年度年収レポート」における年収集計方法
該当月における、総合転職情報サイト「マイナビ転職」に掲載開始された求人情報から、雇用形態が正社員以外のデータを除き
集計。厚生労働省「国民生活基礎調査 所得の分布状況」を元に、所得金額上側1％を本レポートでは外れ値として設定。
マイナビ転職では、初年度年収は求人ごとに幅をもって記載されているが、当レポートでは各求人に掲載されている初年度年
収の下限と上限の中間の値を平均値として「初年度年収」を算出した。
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【図8】建設業の求人件数推移

マイナビ「正社員の求人件数・応募数推移レポート」より作成

「正社員の求人件数・応募数推移レポート」における求人数集計方法
該当月における、弊社総合転職情報サイト「マイナビ転職」に掲載開始された求人情報から、雇用形態が正社員以外のデータ
を除き集計。

建設業界の平均初年度年収に関しては徐々に増加しており、2024年12月は503.3万円と直近では最も高い
数値となった。【図6】
また、求人件数については、直近の状況を見ると波があり、前月比・前年同月比ともに減少しているが、年度別に
みると一貫して上昇している。【図7】



5）雇用・労働に関する法律・制度の制定、改正
※2025年1～３月までの期間に動きのある主な内容をピックアップした。

2025年1月
●入社祝い金（就職祝い金）の規制強化
既に2021年4月1日より、厚生労働省は職業紹介事業者に対して「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等
を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しているが、2025年1月1日からは、職業安定法指針に規定
されている「転職勧奨の禁止」と「お祝い金等の提供の禁止」が許可条件に追加される。

▼新たに追加される職業紹介事業許可条件の内容
・その紹介により就職した者（期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。）に対し、
当該就職した日から２年間、転職の勧奨を行ってはならないこと。

・求職の申込みの勧奨については、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上
相当と認められる程度を超えて求職者に金銭等を提供することによって行ってはならないこと。

2025年1月1日以降の職業紹介事業の許可や許可有効期間の更新には、上記の許可条件が追加となる。
厚生労働省リーフレット：https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/001976539.pdf

※4月1日からは募集情報等提供事業も入社祝い金が禁止に

2025年3月
●高年齢者雇用安定法の経過措置終了
高年齢者雇用安定法は、直近では20２１年に改正されるなど複数回改正されており、現在は定年を65歳未満に定
めている企業に対し、次の3つのうち、いずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じることを義務づけている。

・65歳までの定年の引き上げ
・65歳までの継続雇用制度（再雇用制度など）の導入
・定年の廃止

3月までは、2013年の改正施行時点で継続雇用制度対象者を労使協定で限定して実施していた企業においては、
老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を段階的に引き上げることで「対象者を限定したままでもよい」とい
う経過措置がとられていたが、3月31日でこの経過措置期間が終了する。

※4月1日以降は企業は希望する従業員全員に対して、65歳までの雇用機会を確保する必要がある

建設業界は業界全体の高齢化と、熟練労働者の退職によるさらなる人手不足の深刻化や、技術継承などの面で問
題が指摘されている。定年が引き上げられることで高齢者でも継続して就労が可能となる一方で、高齢化によるけ
がや事故のリスクも高まるため安全衛生面の対策が重要となる。


